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犯罪・事件に巻き込まれないようご注意ください！
問住民課 くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

　3月中に基山町内で起きた犯罪・事件の発生件数及び内容についてお知らせします。

番号 手口 発生場所 被害程度

1 詐欺 宮浦 現金 10万円

2 さい銭狙い 長野 さい銭箱 1箱

番号 1は、被害者の携帯電話へ携帯電話会社を名乗る者から「未納料金がある」などと言われ、指定された口座に
　　　　　10万円を振り込みだまし取られたもの。
番号 2は、地蔵菩薩のお堂内からさい銭箱１箱が盗まれたもの。※さい銭箱内の現金は不明

問まちづくり課 環境対策室 生活環境係　☎ 92-7941

犬の飼い主の皆様へ

　犬のフン尿についての相談が役場に寄せられています。犬を飼っている人も飼っていない人も快適な生活ができ
るよう、飼い方を見直しましょう。

▽飼い主のマナーについて
　・犬のフンをそのままにしていませんか？
　→悪臭や衛生上の問題になり、周辺住民の迷惑になります。

　・住宅の玄関先や壁に犬がおしっこをかけていませんか？
　→多くの方が不快に思う大変迷惑な行為です。

　散歩させる時は、ビニール袋やスコップ、水などを携帯し、フンは必ず飼い主が持ち帰りましょう。また、おしっ
こは携帯している水などをかけて洗い流しましょう。
　悪質な場合には町の指導により、5万円以下の罰金を科せられることがあります。

自転車の交通違反に気をつけましょう
問住民課 くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

　自転車の交通違反に対しても反則金納付（青切符）を通告できる制度が来年 4月から始まる予定です。
　運転習慣を見直し、スマホを触りながらの運転や、傘を差しながらの運転などは止めましょう。


